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７  会議の概要  

委員長    少し早いですが、ただいまから令和２年６月

定例会の経済環境委員会を開会いたします。  

審査に先立ち、委員会記録の署名委員に、金

厚委員、堀江委員を指名いたします。  

各案件の審査については、各部局単位とし、

お手元に配付してあります審査順序のとおり

行う予定であります。 

なお、質疑については、議案に直接関係ある

ものだけにお願いいたします。  

また、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明につきましては、簡

潔・明瞭に行っていただきますようお願いい

たします。 

これより、環境部所管分に入ります。  

報告案件として提出されている  

報告第２７号  経営状況報告の件（公益財団

法人富山市生活環境サービス）  

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

環境部長   〔挨拶〕  

環境政策課長 〔議案書により説明〕  
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委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、経済環境委員会環境部所管分を終了

いたします。 

午前１０時０５分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時３８分  再開  

委員長    経済環境委員会商工労働部所管分の議案の審

査を行います。  

議案第１０２号  富山市四方チャレンジ・ミ

ニ企業団地条例の一部を改正する条例制定の

件、  

議案第１０３号  富山市薬業振興事業基金条

例制定の件、 

議案第１０４号  富山市牛岳温泉健康センタ

ー条例等の一部を改正する条例制定の件、 

議案第１０５号  富山市岩稲ふれあいセンタ
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ー条例の一部を改正する条例制定の件、 

議案第１１４号  工事請負契約締結の件（第

２期呉羽南部企業団地（Ｅブロック）消雪機

械設備設置工事）、 

以上５件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

工業政策課長 〔議案第１０２号について、 

      議案書により説明〕  

薬業物産課長 〔議案第１０３号について、 

      議案書により説明〕  

観光政策課長 〔議案第１０４号中  

      商工労働部所管分について、 

      議案説明資料により説明〕 

農業水産課長 〔議案第１０４号中  

      農林水産部所管分について、 

      議案概要書により説明〕 

観光政策課長 〔議案第１０５号について、 

      議案説明資料により説明〕 

工業政策課長 〔議案第１１４号について、 

      議案書により説明〕  
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委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

東委員    議案説明資料７ページ、８ページの入浴料の

改定の件なのですけれども  直ちに料金を上

げるものではないということですが  先ほど

の説明では、大人も子どもも分けず統一の料

金にするということなので、時期を見てもし

上げるというときには一度  特に子ども料金

は、一気にどんと上がるという計算になると

思うのです。それによってかえってお客さん

が減るという懸念も出てくるのですが、この

対応についてお伺いします。 

観光政策課長 今回の改正に関しては、確かに区分もあるの

ですけれども、あくまでも上限額という考え

方になっております。 

ですから、子ども料金の設定がその時点でな

くなるというわけではなくて、７３０円を超

える設定はしませんよというような理解を頂

ければと思っています。 

また、この料金の設定に関しては、最終的に

は、当然市長の承認が必要になってまいりま

す。そのようなことが起きた場合、こちらと

いたしましては、料金を適正に設定するよう

な指導をすることになろうかと思っておりま
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すので、今ほど委員が指摘されました事項に

関しては、ないと考えております。 

東委員    直ちに値上げということはないということな

のですけれども、あらかじめ上限額の設定を

８月１日に施行すると、やはり指定管理を受

けている業者などは、これは上げられるのだ

ということで、値上げの話も出てくるのでは

ないかという懸念もあります。事業者に対し

て、これは直ちに値上げをしてもいいという

ことではなくて、あらかじめの措置なのだと

しっかりと言っておく必要があると思うので

すけれども、その辺に関して、事業者との話

はどうなっているのかお聞かせください。 

観光政策課長 今回の条例改正の趣旨ということになってく

るのですけれども、まずは、指定管理者が柔

軟に、弾力的に料金を設定できるということ、

それから、経営改善やサービスの向上という

ことを目的としております。要は、近隣の温

泉施設とのバランスといいますか、料金の差

というものも当然あります。 

今回、いわゆる民間事業者と共存しながら、

利用料金制を前提に指定管理者をお決めして

いることになりますので、そのような指定管

理者としての経営改善やサービスの維持・向
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上ということも捉えた上で、総合的に、状況

に応じた柔軟な料金設定が必要だというふう

な判断をしております。 

これにつきましては、実は、楽今日館や、ゆ

うゆう館では数年前から経営改善に取り組ん

でおりまして、中小企業診断士の方に入って

いただきながら、どういうふうな改善が見込

めるかというような議論をしていただいてい

るところでございます。 

その中で、経費の節減は結構厳しいところま

でしていただいており、収益を向上するため

の施策として、そういった料金についても、

場合によっては、影響のない範囲で値上げを

する必要があるのではないかというような方

針の中でこういった議論をされたものでござ

いまして、指定管理者のほうも含めて、より

柔軟に対応できるようにということで、今回

このような料金の改正を提案させていただい

ているところでございます。 

東委員    趣旨は理解をいたしました。 

同様のことになってくるのですけれども、岩

稲ふれあいセンターの関係でも、宿泊  これ

も利用料金の上限を変えるということだと思

うのですけれども、例えば、幼児（４歳以上）

は現在２，５２０円のところ、見方によって
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は、６，６００円まで値上げが可能なのだと

いうふうにも見えると思うのです。やはりこ

ういう数字が表に出てしまうと、これからな

かなか行けないような雰囲気になるとか、お

客さんの足が遠のくのではないかと懸念され

るので、これもしっかりと  あくまでも上限

額の設定ですよということにとどめておいて

このような額まで上げることができるのだ

というふうに捉えられてしまうと、お客さん

に対しても負担に感じるということがあると

思うので、その辺りの取扱いに注意していた

だきたいなと思うのですが、いかがでしょう

か。  

観光政策課長 その件につきましては、それぞれの指定管理

者のほうにしっかり趣旨を伝えさせていただ

いた上で、料金改定の際にはその辺も踏まえ

て、市のほうで、しっかりと確認をさせてい

ただきたいと思っております。  

髙道委員   関連してなのですけれども、改正後の上限額

が７３０円とか、６，６００円となっていま

すけれども、上限がその額ということは  例

えば大人が４７０円、子ども３２０円という

数字がありますけれども、それを下げるとい

うことも  指定管理者が考慮して、周りの施
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設とのバランスなどを考えて、料金を下げる

ことも考えられるということでよろしいでし

ょうか。 

観光政策課長 御指摘のとおりでございまして、より柔軟に

例えば割引チケットを出すとかということ

も踏まえて、施設管理者のほうで、よりニー

ズに合わせてサービスが提供できるというこ

とで、サービスの向上につながるというふう

に考えております。 

髙道委員   もしそうであれば、それこそ、施設の経営改

善は本当にうまくいくのではないかなと思っ

ております。 

それと、もう１つなのですけれども、そうい

う料金設定  今言われたような、具体的にど

ういうふうになるか分からないのですけれど

も  実際、そうなったときに、富山市の広報

やホームページなどいろいろな方法で、ある

程度、皆さんに分かっていただけるようにす

ることが必要だと思うのですけれども、その

辺はどのような形でされるのでしょうか。 

観光政策課長 各施設の宿泊者向けのホームページでいろい

ろな宿泊プランを設定されておりますので、

そちらのほうでしっかりとＰＲしていけると



9

思っております。  

髙道委員   あと、このお風呂に関してなのですけれども、

今、富山市内の高齢者の方に対してふれあい

入浴券というものが出回っています。  

そのような中で、逆に言うと、その料金設定

が自由になるのであれば  浴場組合との関係

もあるかと思いますけれども  そのような中

で、市民がこの２つの施設を利用するような

ことは考えておられますでしょうか。  

観光政策課長 ふれあい入浴券につきましては、これまで７

０歳以上の方に配布されているところでござ

います。 

今回の料金の変更によって出てくる影響とい

たしましては、旧富山市内の方に関しては特

に影響はないと  差額分は市が負担すること

になりますので、本人の負担はありません。  

ただし、大沢野、大山、細入エリアの方の共

通券、それから、大山エリアの方で白樺ハイ

ツ専用の利用券というものも発行されている

のですが、それらを利用されている方に関し

ては  実は助成券に１００円だったり、４０

０円だったりという額面が入っておりまして、

差額が発生した場合に関しては、本人に負担

を頂くということになるかと思っております。  
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利用券自体は、従来どおり使えるというふう

に考えていただければ結構です。  

委員長    ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１０２号から議案第１０５

号まで、議案第１１４号、以上５件を一括し

て討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１０２号から議案第１０５

号まで、議案第１１４号、以上５件を一括し

て採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 
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よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、商工労働部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

農業水産課長は退室願います。  

〔農業水産課長退室〕 

委員長    次に、報告案件として提出されている 

報告第２８号  経営状況報告の件（一般財団

法人富山勤労総合福祉センター）、 

報告第２９号  経営状況報告の件（公益財団

法人富山市勤労者福祉サービスセンター）、  

報告第３０号  経営状況報告の件（一般財団

法人岩瀬カナル会館）、 

報告第３１号  経営状況報告の件（富山大手

町コンベンション株式会社）、  

報告第３２号  経営状況報告の件（大山観光

開発株式会社）、  

以上５件を、一括議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。 

商業労政課長 〔報告第２８号、 

      報告第２９号について、  

      議案書により説明〕  

薬業物産課長 〔報告第３０号について、  
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      議案書により説明〕  

観光政策課長 〔報告第３１号、 

      報告第３２号について、  

      議案書により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

東委員    議案書１９５ページからの報告第２９号  富

山市勤労者福祉サービスセンターに関する件

について質問をさせていただきます。議案書

２０２ページの会員の加入促進事業というこ

とで、新規で３２事業所、２９８人が加入し

ましたということですが、２００ページの

（１）の③に受取会費が出ております。これ

が、前年度より２３万円余り減少しています。

ということは、増えたけれども、逆に冬期間

に脱会した事業所なり、人数というものがあ

るからと読み取ったのですが、実際に、この

年度内に、今度は逆に  加入ではなくて  脱

会した事業所なり、人数は分かりますか。 

商業労政課長 年度内に脱会された事業所数を申し上げます

と、昨年４月から今年３月までで脱会された

のが４９で、新規加入が３２ございました。
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増減的にはマイナス１７ということになって

おります。 

また、会員数につきましては、新たに加入さ

れたのは２９８人おられます。減少が１７８

人おられますので、差引きしましたらプラス

１２０人です。  

東委員    ここ５年くらいの事業所数及び会員数は、減

少傾向とか、増加傾向とか、傾向自体はどう

ですか。 

商業労政課長 最近の傾向で申しますと、私が今持っている

一番直近のデータでは、会員数が平成２８年

度で１万１，１００名ほどでした。それから

比べますと、大体３００名余り増えていると

いうことで、増加傾向といえば増加傾向にあ

ります。 

東委員    やはり中小の事業所とか、個人経営なども含

めて  個人経営までは入っているかどうか分

かりませんけれども  なかなか中小の事業所

というのは、福利厚生なども大変な状況にあ

ると思うので、これは市がしっかりバックア

ップをしながら、勤労者のためにしっかりと

援助をする優しい政策をやっていますよとい

うアピールをすることは、本当に富山市にと
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っても大きなアピールポイントになると思い

ます。新たに富山市に移住して、働いてもら

うために、このような制度は大変重要だと思

っていますので、これからも力を入れてやっ

ていただきたいと思います。 

委員長    ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結  

      いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、経済環境委員会商工労働部所管分を

終了いたします。  

午前１１時２３分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時４３分  再開  

委員長    経済環境委員会農林水産部所管分の議案の審

査を行います。  

議案第１０６号  富山市八尾ゆめの森交流施

設条例の一部を改正する条例制定の件、 

議案第１０７号  富山市割山森林公園条例の
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一部を改正する条例制定の件、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

農林事務所  〔議案第１０６号について、 

農業振興課長 議案概要書により説明〕 

農林事務所  〔議案第１０７号について、 

農地林務課長 議案概要書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１０６号、議案第１０７号、

以上２件を一括して討論に入ります。  

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１０６号、議案第１０７号、

以上２件を一括して採決いたします。  
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各案件は、原案のとおり決することに御異議

はありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって各案件は、原案可決されました。 

以上で、農林水産部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第３３号  経営状況報告の件（株式会社

八尾サービス）、  

報告第３４号  経営状況報告の件（株式会社

ほそいり）、 

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

農林事務所  〔報告第３３号について、 

農業振興課長 議案書により説明〕  

農林事務所  〔報告第３４号について、 

農地林務課長 議案書により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

次に、割山森林公園天湖森施設事業の再検討

について、当局の報告を求めます。 

農林事務所  〔委員会資料により説明〕 

農地林務課長 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

小西委員   これは、本会議でも、髙田  真里議員や赤星

議員が取り上げて、私たちも大変びっくりし

たのですよね。経過としては、僅か３か月前

に今年度の当初予算として５，８００万円が

議決され、それが白紙状態になるということ

だと思うのです。この教訓としては、やっぱ

り委員会資料に書いてあるように検討委員会

で、学識経験者や地元の声などを聞いてから

予算化するということが必要ではないかと思

うのですけれども、その面での見解をお伺い

いたします。 
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農林事務所 委員がおっしゃるとおり、ごもっともなので  

農地林務課長 すけれども、検討委員会は、当初から地元の

意見も聞くということで計画はしていたので

すが、課題が見えてきたものですから、早め

に開催することにいたしました。  

小西委員   事業としては白紙状態になったということな

のですけれども、そうしたら、５，８００万

円の予算を今年度見直すということはないの

でしょうか。 

農林事務所  予算は５，８００万円ついているのですけれ  

農地林務課長 ども、細入地域の活性化のための予算である

ことから、今後は、このまま予算を執行させ

ていただいて、地域住民の皆様の御意見を反

映させながら、検討してまいりたいと考えて

おります。 

小西委員   今年度、５，８００万円をそのままにという

ことなのですけれども、時期的に今年度中に

５，８００万円を執行できる見通しというの

はあるのでしょうか。 

農林事務所  私どもとしましては、１２月頃を目途に、整  

農地林務課長 備計画等を詰めていきたいと考えているとこ

ろでございます。  
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金厚委員   今ほどいろいろ質問が出ていましたけれども、

私は予算が通ったから、別にそれはそれで  

そのときはそのような判断で予算を通した以

上は  これは議会の責任もありますので、そ

れはそれで構わないと。 

でも、途中で事業を見直すとか、いろいろな

意見を考慮した結果、工事を止めるとかとい

う判断は、私はあってしかるべきだと思いま

す。  

その前に、五千何百万円の予算をつけるとき

に、コンサルタントとはどういう条件になっ

ていたのかなと。５，８００万円というコン

サルタントの費用は、今、丸々払っているわ

けではないからそれはいいのだけれども、ど

このコンサルタントに依頼していたのですか。  

農林事務所  つり橋をという私どもの提案で、前年度につ  

農地林務課長 り橋の大手の業者に現地を見ていただき、そ

こから見積り等を取ったところでございます。  

金厚委員   その大手の業者というのはどこか分からない

けれども、当然、そうなってくると支柱を設

置する場所とか、現状を全部把握して、五千

何百万円という金額の見積りをしたのだと思

うのですよね。それは全然、市は関知しなか

ったのですか。  
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農林事務所  何社か見積りを頂いたのですが、つり橋の金  

農地林務課長 額が幅広過ぎたものですから、妥当な線とい

うことで、一番安い金額の見積額を計上させ

ていただいたところでございます。 

金厚委員   安い金額に決めて、業者の能力だとか、その

辺は考慮しなかったのだと思うのですけれど

も、コンサルタント  こういったつり橋とい

うのはなかなか難しいと。ましてや、委員会

資料の理由にも書いてありますけれども、あ

の場所は、飛騨の神通川の川風が強い場所な

のですね。だから、事実、大沢野地域にあっ

た風車も  大沢野町時代に何億円という風車

を造ったのだけれども、風で全部破棄してし

まった。そういうようなことは恐らく知って

いるはずなのです。市のほうでも把握してい

たと思うのですよ。 

そのようなことを、コンサルタントがどこま

で調べたのか分からないけれども、コンサル

タントというのはいいかげんなものだなと思

って。私は、それなりにきちっとした積算を

行って、それで５，８００万円という金額が

出てくるのであればいいのだけれど  例えば

支柱を埋めるのに、傾斜があるところだから

基礎工事に大体これだけ見なければいけない

から、設計ではもうちょっと見なければとか
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という話があったのなら、このように中止に

なるような、あるいは、見直すような話は出

ないと思うのですね。 

私は、最初に言いましたけれども、これに反

対しているわけではないのです。当然、さき

の３月議会で予算が通った以上はそれはそれ

でいいのだけれども、やっぱり見直すという

勇気を持ったということは、私はまだ逆によ

かったのではないかと思っているのですね。  

だから、あとは住民  部長が議会に説明され

たその１か月ほど前に、何を造るのかという

ことで、地元の住民から私のところに連絡が

来ていますよ。まだほかに細入地域でしなけ

ればならないことがあるのではないかといっ

た苦情も聞いておりました。 

でも、実際の話が、つり橋がいいのか  私、

天湖森に何遍も泊まったことがあります。や

はり、非常にいい場所なのだけれども、その

ような形状ですね。まして、パークゴルフ場

も急傾斜の、すごいところにあります。実際

の話、お年寄りもたくさん来られる場所なの

ですね。その辺も兼ね合わせて、地元の皆さ

んと相談して、十二分に検討して一番いいも

のを  金をかければいいというものではない

のですね。やはり皆さん方が要望するような

ことを地元のためにしてあげてほしいなと。  
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だから、市長だったか、部長だったか、議場

で答弁したように、地域高規格道路が出てき

たときに、あの辺りが全部  林林や楽今日館

が大変なことになるのだと。これは予測でき

ますよ。 

だから、そういうようなもので、その先のこ

とまでというのはなかなか予測できないのだ

けれども、その辺も兼ね合わせて、検討して、

いいものを提供してあげてほしいなと思って

おります。 

委員長    部長、この件については回答はございません

か。  

農林水産部長 今ほどいろいろ御指摘いただきました。確か

に、当初の見積りでこちらの確認が少し甘か

ったというところもあると思います。  

議決を頂いた後は、実際に予算がついたとい

うことで、我々はこの４月、５月の２か月で、

いろいろな角度からこのつり橋について検討

させていただきました。先ほど、風が強いと

いうお話もありましたが、例えば風対策とし

て、強固なつり橋を造って、足元にグレーチ

ングを張って下が見えるようにする、そうい

う意味でわくわくするつり橋も全国にはあり

ます。 
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ですが、結局、経費の問題などもいろいろあ

りまして、では、どうするのかといったとき

に、やっぱり子どもたちが乗って、揺れるほ

うがいいだろうという検討もありました。た

だ、そうすると、やっぱり風がどうしてもネ

ックになるというような紆余曲折、それから、

設置場所にしても、今の技術でこの課題につ

いて解決はできますけれども、当然、お金も

かかると。そうであれば、もうちょっと  例

えばあの下に芝生広場もありますけれども、

そこと向かい側のケビンのところをつないだ

らどうかということを検討したのですが、そ

れだとほとんど水面と同じレベルになってし

まって、わくわく感が出ないだろうと。 

そこら辺をいろいろ検討した結果  答弁では

この２つだけを答えたわけなのですが  その

他、いろいろ検討して、なかなか難しいとい

うことで、課題として挙げさせていただきま

した。そして、住民の方に検討委員会でいろ

いろお伺いしたところ、委員会資料に書いて

あるように、つり橋にこだわらず、いろいろ

な御意見が出ました。これ以外でも、例えば

カブトムシがたくさん来るようなクヌギの木

を植えてみたらどうかとか、いろいろな御意

見を頂いたものですから、委員御指摘のよう

に、こういった御意見を踏まえて、この見直
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しをきっかけとして、より天湖森の活性化に

とってよくなるように、さらには、細入地域

の活性化のためになるようにはどうしたらい

いかということを、改めて、前向きに、今後

検討していきたいと思いますので、またよろ

しくお願いいたします。 

（「お願いします」と発言する者あり） 

委員長    では、この報告についてはこの程度にとどめ

させていただきます。 

以上で、農林水産部所管分を終了いたします。  

これで、６月定例会の当委員会に付託されま

した全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和２年６月定例会の経済環

境委員会を閉会いたします。 
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